
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画監修：ＮＨＫ文化センター 

§旅行代金 2016年11月10日（木）～11月15日（火） 4泊６日間 

§旅行代金  おひとりさま ２０５，０００円 

§旅行企画・実施  株式会社日放ツーリスト 

 

ゆっくり気ままに過ごす 
アントワープの休日 

第３０回国際交流祭 in ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ 

 

お得な早期割引制度 
７月１０日(金)迄に、正式に

お申込みいただいた方には 

旅行代金より１０，０００円

を割引いたします。 

 

くさり橋 

日本・ベルギー友好１５０周年認定イベント 

 

 

市庁舎 

 

ルーベンス作品 
名画「キリストの降架」 

「フランダースの犬」でのネロ少年が 
永遠の眠りにつく前に見たというルーベ
ンス作の名画です。ノートルダム大聖
堂にてご覧いただけます。 

 

 

 

 

ノートルダム大聖堂 

 

↑土曜市（アンティーク市）の様子 

フリータイムにアンティーク市などご見学 

されてはいかがでしょうか。 

 

←ベルギーの名物 ムール貝ワイン蒸し 
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第３０国際交流祭 in アントワープ 開催概要 
ＮＨＫ文化センターでは毎年、手工芸などの作品展示や実演、合唱などの舞台公演を通じて海外の 

人々に文化を紹介し、地域の人々との交流を行い、相互理解と国際親善に寄与することを目的とし 

て開催しています。今回の旅行期間中では展示会場の見学や舞台での公演もご覧いただけます。 

 

■ 開 催 期 間：２０１６年１１月１２日（土）、１３日（日） 

■ 開  催  地：ベルギー・アントワープ市 

■ イベント 主 催：ＮＨＫ文化センター  ■ 共 同 主 催：アントワープ市 

■ 後     援：在ベルギー日本国大使館、国際交流基金、日白協会兼商工会議所（ＢＪＡ） 

■ 協     力：全日本空輸㈱ 

★参加者への特典：参加記念として参加者全員に公式感謝状、日放ツーリストより記念品が贈呈されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 旅 行 実 施 要 綱 ＞ 
 

★旅 行 代 金： おひとり様 ２０５，０００円 

       ※成田空港施設使用料、現地空港税、燃油付加特別運賃および航空保険料合計約 28,000円が別途必要です。 

これらは航空券発券時の原油価格、為替レートの変動により金額が増減します。これらの料金はご請求書にまと 

めて、旅行代金残金と合わせてご請求させていただきます。 

★利用航空会社：アエロフロート・ロシア航空、大韓航空、カタール航空、エミレーツ航空、トルコ航空、ＫＬＭオランダ航空、エール

フランス航空、ルフトハンザドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、フィンランド航空、英国航空、 

全日空、日本航空、のいずれか 

★利 用 ホ テ ル      ：イビスアントワープセントラム  

※浴室にはバスタブの備えはございません。シャワーのみのご利用となります。今回立地を最優先し、上記ホテルにて手配させて 

いただいておりますこと、予めご了承ください。 

★食    事：朝食４回、昼食１回、夕食０回（機内食を除く） 

★最少催行人員：１５名様 

★個室使用追加料金      ：２８，０００円（シングル利用、４泊分） 

        お一人様でご参加の場合は一人部屋追加代金が必要です。また奇数人数でご参加の場合はツインルームとシングル 

        ルームをご利用いただくことになります。 

★添 乗 員      ：全行程同行 

★ツアー締切日：２０１６年９月３０日（金） 

 

お得な早期割引制度 
６月３０日(木)迄に、正式にお申込みいただいた方には 
旅行代金より１０，０００円を割引いたします。 

 

舞台・展示会場 ザイデルクローン 

 

街歩きの合間でちょっと一息！ 
香り高く奥深い味わいのベルギービールを 
是非ご堪能下さい。 

 

ルーベンスの家 
 

ルーベンスが 1610年に購入し 29年間住み続けた邸宅兼アトリエです。 

館内の各部屋は当時そのままに再現されております。ルーベンスが弟子たちと

一緒に制作に励んだアトリエでは、妻のエレーヌ・フールマンの肖像画やルーベン

スの自画像も展示されております。庭園も必見です！ 

 

市内観光では外観のみのご案内となりますので、フリータイムに 

ゆったりとお客様ご自身にてご見学されますことをお勧めします。 
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＜日程表＞  

日次 月 日 曜 都市名（発／着） 時 刻 交通機関 摘    要 食事 

1 11 月 10 日 

（木） 

成 田 空 港 発 

ﾖ ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ又はアジア 

主 要 都 市 

アムステルダム又は 

ブ リ ュ ッ セ ル 着 

ア ン ト ワ ー プ 着 

 

午 前 

 

 

夕 刻 

夜 

 

 

航 空 機 

 

 

専 用 車 

■空路、ヨーロッパ又はアジア主要都市経由でアムステル

ダムまたはブリュッセルへ。 

 

■着後、専用車にてアントワープへ。 

 

■アントワープ着後、ホテルへ。 

 

＜アントワープ泊＞ 

Ｘ 

機 

 

 

× 

2 11 月 11 日 

（金） 

 

アントワープ滞在 

 

 

 

 

午 前 

 

 

 

 

 

昼 

午 後 

 

 

徒 歩 

 

 

 

 

 

 

徒 歩 

 

 

 

 

 

■自由行動 

 

※午前中は自由行動となります。 

 午後のみガイド同行アントワープ半日市内見学（ご昼食

付き）をお楽しみ下さい。 

  

■市内レストランにて昼食 

■昼食後、アントワープ半日市内観光へご案内いたします。 

（フルン広場、ルーベンスの家、マルクト広場、市庁舎、

ギルドハウス、ステーン城、ノートルダム大聖堂＜入場＞） 

※ノートルダム大聖堂のみ入場します。他外観見学。 

 

＜アントワープ泊＞ 

朝 

 

 

 

 

 

昼 

 

 

Ｘ 

3 11 月 12 日 

（土） 

 

アントワープ滞在 

 

 

終 日 徒 歩 ■終日自由行動 

 

 

※11/12、11/13 に行われる「国際交流祭 in アントワー

プ」オープニングセレモニー、舞台公演、展示会など 

 ご希望でしたらご見学下さい。（自由見学） 

 

 

＜アントワープ泊＞ 

朝 

Ｘ 

Ｘ 

4 

 

11 月 13 日 

（日） 

 

アントワープ滞在 

 

 

 

終 日 徒 歩 ■終日自由行動 

 アントワープ郊外へ出掛けるオプショナルツアー 

（有料）などでベルギーの休日をごゆっくりお過ごし下 

さい。 

  

＜アントワープ泊＞ 

朝 

Ｘ 

Ｘ 

5 11 月 14 日 

（月） 

 

ア ン ト ワ ー プ 発 

アムステルダム又は

ブ リ ュ ッ セ ル 発 

ﾖ ｰ ﾛ ｯ ﾊ ﾟ又はアジア 

主 要 都 市 経 由 

 

 

午 前 

午 後 

 

 

 

専 用 車 

航 空 機 

 

 

■専用車にてホテルよりアムステルダム又はブリュッセル

の空港へ。 

■アムステルダム又はブリュッセルより空路、ヨーロッパ

又はアジア主要都市経由で帰国の途へ。 

 

 

 

＜機内泊＞ 

朝 

Ｘ 

機 

6 11 月 15 日 

（火） 

 

成 田 空 港 着 午 前  ■ 成田着後、解散。 

 

 

機 

Ｘ 

Ｘ 

★時間帯の目安：早朝 04:00～06:00、午前 06:00～12:00、午後 12:00～18:00、夜 18:00～23:00、深夜 23:00～04:00 

 

旅のポイント！ 

 世界遺産「市庁舎」「ノートルダム寺院」などを中心に市内観光します。 
 「フランダースの犬」で有名なルーベンスの最高傑作の絵をご覧いただきます。 
 「第３０回国際交流祭」オープニングセレモニーと交流祭をご覧いただけます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行条件（要約）お申し込みの際には必ず旅行条件書（全文）をご一読の上お申込みください。 

＊ 募集型企画旅行契約  ＊ 
1.この旅行は株式会社日放ツーリスト（本社・東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ﾋﾞﾙ 観光庁長官登録

旅行業第 665 号）が企画・募集する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契

約（以下旅行契約）を締結することになります。 

2.旅行契約の内容・条件はこのパンフレット・ご旅行条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表及び、

当社募集型企画旅行契約約款によります 

旅行代金に含まれるもの  

以下のものが含まれます。（いずれも主催旅行中または旅行日程として表示されたもの） 

1.航空運賃（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ団体航空運賃）   2.ﾎﾃﾙ宿泊料金（2 人 1 部屋基準） 

3.地上交通費（空港～ﾎﾃﾙ間の送迎、及び見学時の貸切りﾊﾞｽ料金、但し自由行動時の交通費を除く） 

4.食事代（日程表に明示したとおり）5.見学料金（現地ｶﾞｲﾄﾞ、入場料など） 

6.手荷物運搬料金（お 1 人ｽｰﾂｹｰｽ 1 個の運搬料金。但し、航空手荷物規則による） 

7.添乗員経費    8.その他（団体行動中のチップ）   

9.国際交流祭開催に伴う会場借り上げ料、設営準備費用その他の費用 

※上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払い戻しすることはできません。 

旅行代金に含まれないもの  

1.超過手荷物料金（航空手荷物規則による重量を超えた場合） 

2.ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、電話代、ﾎﾃﾙのﾒｲﾄﾞ等へのﾁｯﾌﾟ、食事の際の飲物代など個人的性質の諸費用及びｻｰﾋﾞｽ料 

3.海外旅行傷害疾病保険料（加入は任意） 

4.旅券作成印紙代（５年間有効：１１，０００円、１０年間有効：１６，０００円） 

5.下記の渡航手続手数料（お客様ご自身で手続きをされた場合、料金は不要です。） 
A.各国の出入国記録書を当社で作成した場合(1 ヶ国につき) 2,160 円（税込み） 

*今回のご旅行では入国カードと税関申告書は必要ありませんが、帰国時に日本の税関申告書が必要 

となります。 

6.国内空港施設使用料、現地空港税、燃油特別付加運賃、航空保険料（ご旅行費用ご請求時に合わせて

ご請求いたします。） 

7.その他日程表に明示されていない全ての費用 

取消料（お客様のご都合でお取消しになる場合）  

お申し込み後、お客様のご都合でお取消しになる場合は、下記の取消料をお支払いいただきます。 

なお、この場合の旅行代金とは個室料金差額料金やﾋ ﾞ ｼ ﾞ ﾈ ｽ ｸ ﾗ ｽ利用差額料金等を加えた金額です。 
旅行開始日の前日より起算してさかのぼって３０日目に当

たる日から１５日目に当たる日までに解除した場合 

30,000 円 

（お申込金） 

旅行開始日の前日より起算してさかのぼって１４日目に当

たる日から３日目に当たる日までに解除した場合 

旅行代金の２０% 

旅行開始日の前々日以降に解除した場合（旅行開始後の解除

または無連絡不参加の場合を除く） 

旅行代金の５０% 

旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００% 

 

取消料のかからない契約の解除  

下記の場合はお客様から旅行契約を取消されても取消料はいただきません。 

1.旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。 

①旅行開始日または終了日の変更②観光地、観光施設、その他の目的地の変更③運送機関の種類ま

たは運送会社の変更④運送機関の｢設備及び等級｣のより低いものへ変更⑤宿泊施設の変更 

2.旅行代金が増額された場合。3.当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合 

4.当社の責に帰すべき事由により、当初の日程通りの実地が不可能になったとき。 

旅行契約内容・代金の変更  

当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のｻｰﾋﾞｽ提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画

によらない運送ｻｰﾋﾞｽの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更すること

があります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により

通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変

更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１５日目にあたる日

より前にお知らせします。 

申込条件・参加条件  

1.旅行開始日時点で７５才以上の方は所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。場合によって

は別途医師の健康診断書の提出をお願いすることがあります。コースによりお申込みをお断りさせ

ていただくか、同伴者 の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合

にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 

2.特定旅客層を対象とした旅行、または特定の目的をもつ旅行については、参加者の性別、年齢、資格、 

技能、その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。 

3.慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方、障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする 

方はお持ちの方は所定の「お伺い書」を提出していただきます。慢性疾患のある方、現在健康を損な 

われている方は医師の健康診断書を提出していただきます。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機 

関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行 

などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加のコースの一部内容を変更させていただ 

く場合があります。 

免 責 事 項 
1.運送機関等が与えたお客様自身、身の廻り品及び手荷物の損害については、当社は、責任を負いませ

ん。それぞれの機関が定める約款が適用されます。 

2.当社はお客様自身、身の廻り品及び手荷物について生じた損害損失が次の事由による場合は責任を負 

いません。天災地変、火災、陸海空における不慮の災難、交通事故、政府・公共団体の指令、運送機 

関等による争議行為、戦争、暴動、空賊、盗難、詐欺、隔離（流行病）、疾病、各国の出入国規制、 

その他当社が管理し得ざる事由。お客様の都合による別行動を含みます。 

3.手荷物について生じた損害については損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出 

があった場合に限り、賠償します。但し、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あた 

り最高 15 万円までとします 

 

特 別 補 償 

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の被害について、旅行業約款特別補償規程に  

より、一定の補償金及び見舞金を支払います。 
旅 程 保 証 

旅行日程に｢取消料のかからない契約の解除｣1 に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款（主

催旅行契約）の規程により、その変更の内容に応じています。ただし、一旅行契約について支払われる

変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。旅行代金の 1％～5％に相当する額の変更補償金を

支払また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは個室利用差額料金やﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗｽ利用差額料金等の追加代金を

加えた金額です。（変更補償金につきましてはお渡し致します当社｢旅行業約款別紙第 2｣をご参照くだ

さい） 

ご 注 意 事 項 

1.この旅行は平成 28 年 3 月 28 日現在の各運送機関の料金をもとに計算されています。変更について定

めた当社旅行業約款主催旅行契約の部第 12条第 1 項から第 3 項の規定の適用に関しまして、なお旅

行代金の額の今旅行に幅運賃制である IIT 運賃（個人包括旅行運賃）の適用を受ける主催旅行に該

当するため、認可された｢幅｣の範囲内での航空運賃の増額または減額による旅行代金の額の変更は

致しません。 

2.参加者の数が旅行書面に記載した最少旅行実施人数に達しなかった時は、旅行開始前より起算して

24 日前までに旅行中止の旨を通知します。 

3.このパンフレットは平成 28 年 3 月 28 日に作成いたしました。 

4．当社はいかなる場合でも当該旅行の再実施はいたしません。 

お 申 込 み か ら ご 出 発 ま で 

具体的な内容、お申込み後の渡航手続などにつき疑問の点がございましたらお気軽に弊社担当までお問い合せ下さい。なお、お客様との旅行契約につい

ては、当社が契約の締結を承諾し申込金を受理したときに成立します。  

↓ お 申 込 み 

所定の申込書にご記入の上お申込金 30,000 円を添えてお申し込みください。お客様のご都合でお申し

込みを取り消しの場合でもご出発の 31 日前までであれば、同お申し込金は全額お返しいたします。ま

たﾄﾗﾍﾞﾙﾛｰﾝのご利用を希望される方はお申し込みの際にお申し出下さい。 

↓ 代 金 の お 支 払 

お申込金 30,000 円及を差し引いた旅行代金残額（後日請求明細をお送りいたします。）は①直接ご来社

②銀行振込み③ゆうちょ銀行振込みのいずれかの方法でお支払いください。 

銀行名：みずほ銀行 東京営業部 
口座番号：普通預金 2717288 
口座名：「（株）日放ツーリスト」 

ゆうちょ銀行 
口座番号：00180－1－36444 
口座名：「（株）日放ツーリスト」 

 

↓ 最 終 案 内 書 発 送 

出発当日の集合案内、参加者名簿、ホテルリストその他を記載した最終旅行案内書をご出発の 10 日前

までにご送付いたします。 

旅行目的地における危険情報、衛生情報の入手方法について 

 渡航先によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合が 

あ り ま す 。 お 申 し 込 み の 際 に ご 確 認 い た だ く か 、 外 務 省 「 海 外 安 全 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.anzen.mofa.go.jp）」、外務省海外安全相談センター（TEL:03-5501-8162／受付時間： 

外務省閉庁日を除く 9:00-17:00）」および外務省「海外安全情報 FAX サービス（FAX:0570-023300）」 

でもご確認いただけます。 

 また、渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ 

（http://www.forth.go.jp）でご確認ください。 

 旅行お申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変 

更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以

上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金 

を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取れると判断して、旅行を実施する場合が 

あります。この場合にお客様が旅行を取りやめると当社は所定の取消料をいただきます。 

個人情報の取り扱いについて 

（１）当社は、旅行申込の際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡 

のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供 

するサービスの手配及び、それらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させて頂きま 

す。（この他、当社では、「会社及び会社と連携する企業の商品サービス、キャンペーンのご案内」 

「旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い」「アンケートのお願い」にお客様の個人情報を利用さ 

せていただくことがあります。） 

（２）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所。電話番号またはメールアドレ 

スなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間 

で共同して利用させて頂きます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご 

案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用させていただくことがあります。なお、当社グ 

ループ企業の名称及び企業における個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ 

（http://nwww.nippo-tourist.co.jp）をご覧下さい。 

（３）当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物 

店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に 

係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの 

事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社までご連絡ください。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観光庁長官登録旅行業第６６５号 （社）日本旅行業協会正会員 

旅 行 実 施 ・ 企 画  株 式 会 社 日 放 ツ ー リ ス ト  
〒１５０－００４７ 東京都渋谷区神山町４－１４ 第三共同ビル 総合旅行業務取扱管理者：小林 勲 

ＴＥＬ：０３－３４８１－７６６６ ＦＡＸ：０３－３４８１－７６６４ 担当：矢沢、前野 

 
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。ご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 


